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岩手県南広域 
競争入札参加資格変更申請の手引き 

 

 

入札参加資格審査申請内容に変更事項が生じたときは、岩手県南広域競争入札参加資

格審査申請受付システムよりすみやかに変更手続きを行ってください。なお、登録区分（建設

工事、建設コンサル、物品・役務）にあたり複数の登録がある場合は、それぞれの登録区分ご

とに変更手続きを行ってください。  

 

●下記の変更申請は、令和７年 11 月４日から 11 月 28 日まで受付いたします。この手引きの

ほか、「令和７・８年度入札参加資格中間申請の手引き」を参照し、変更申請してください。  

 なお、受付期間以外ではお受けできませんのでご留意ください。  

・申請希望団体の追加  

・希望工種、希望業種の追加  

・変更申請により北上市、奥州市、花巻市、遠野市、一関市、平泉町、金ケ崎町、西和賀

町、紫波町のいずれかに本社所在地を設定したい場合、または委任先営業所を新たに設

定したい場合。 

 

≪問い合わせ先≫ 

岩手県南広域競争入札参加資格審査申請事務局  

奥州市財務部財政課契約係  

電話：0197-34-1767 

電子メール：keiyaku@city.oshu. iwate. jp  
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変更申請添付書類データ一覧表  

変更事項  差替えするシステム添付書類  

本
社
情
報 

商号又は名称  

代表者職・氏名  

本社（店）所在地  

使用印鑑届兼委任状（様式第１号） 

登記事項証明書の写し（法人） 

又は市区町村長の発行する身分証明書の写し（個人）  

実印又は使用印鑑の変更  使用印鑑届兼委任状  

電話番号、FAX 番号、メー

ルアドレス 

不要  

営
業
所
情
報 

営業所名  

営業所代表者職・氏名  

営業所所在地  

受任者使用印鑑の変更  

使用印鑑届兼委任状（様式第１号） 

電話番号、FAX 番号、メー

ルアドレス 

不要  

申請先団体の削除  

申請業種の削除  

不要  

申請登録自体の削除  不要（システム上で削除登録するのみ、p4 参照） 

（工事のみ）総合評定値通知書

の変更  

システム上で変更は必要ありません。  

その他  合併や事業譲渡の場合、上記のほか経緯が確認でき

る書類（合併契約書、譲渡契約書、分割契約書等）を

予備欄に添付してください。  

・使用印鑑届兼委任状は、奥州市ホームページに掲載している様式をダウンロードし、作成し

てください。 

・登記事項証明書や使用印鑑届兼委任状を添付する際は、当初申請時に添付したところにフ

ァイル名を変えて差し替える（以前のファイル名 -2 など）こととし、原則として予備欄は使用しな

いでください。 

ただし、建設工事の本社（主たる営業所）、代表者の変更の際は、登記事項証明書又は身

分証明書のみ、予備欄を使用して添付してください。  

委任先が複数ある場合などは、一部の事業所情報の変更であっても、全ての使用印鑑届

兼委任状を一つの PDF ファイルにまとめて、アップロードしてください。 
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＜システム上での変更申請手順＞

 

 

 

 

  

各団体 HP より、岩手県南広域

競争入札参加資格審査申請受

付システムにログイン 

受付番号、ユーザＩＤ、パスワードを入力し

てログイン 

（受付番号等を忘れてしまった場合は、操

作マニュアルを参照し再発行を行ってくだ

さい。） 
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「変更申請」をクリック 

「変更」または「削除」を選択  

 

変更→申請時の内容から変更事項が生

じたときに選択  

 

削除→廃業等、競争入札参加資格審査

申請そのものを取り消したいときに選択  

 

「変更事項発生日」は、システム入力の

日ではなく、実際に変更事項が発生した

日を入力  
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変更事項が生じた部分を編集し、  

「登録」ボタンをクリック 

※基本情報内に変更事項がなくても

「登録」ボタンを一度クリックして下さい。  

「登録」ボタンをクリックすると、  

①「個別情報」 

②「添付ファイル」 

③「申請書提出（確認）」 

ボタンが新たに出現します。 
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登録先団体や希望業種等の編集が

できます。（変更申請では削除のみ

可能、新たに追加は受理しません。） 

①「個別情報」ボタン 

②「添付ファイル」ボタン 

以前入力した添付ファイルを差し替

えることができます。 

 

差替えをする際、以前に入力したと

きと別のファイル名としたうえで差替

えてください。（以前のファイル名 -2）

など 

 

一度差替えしたうえで「登録」ボタン

を押すと、システム上では以前登録

したファイルを復元できませんので、

御注意ください。 
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②「添付ファイル」ボタン 

一番下にスクロールすると、この画面

になります。 

 

「ダウンロード」は、既に添付してある

ファイルを確認することができます。  

 

「ファイル削除」は、一度登録した添

付ファイルを削除することができます。  

③「申請書提出（確認）」 

変更事項が赤字で表示

されます。 

「提出」ボタンをクリックすると、

申請手続終了です。 


